
 
令和４年 ８月 

木風小 いじめ防止の取組について 
生活指導部 

 

１ 目 的 

   いじめに関するアンケート調査及び教育相談を実施することにより，日頃の観察だけでは見えて

こない児童一人一人の悩みや不安を把握・理解し，いじめの早期発見と早期解決を目指す。 

 

２ 実施期間 

〇９月５日(月)～９月９日(金) 学活等の時間を使ってアンケート実施 

  〇９月１２日（月）～９月１６日（金） 朝の時間を使って教育相談（全児童対象） 

  ※この期間に終わらない場合は、次の週も実施する。 

 

３ 実施要領 

  ○アンケートを実施する。 

〇集計を行う。 

※支援学級児童は、該当学年に入れる。 

○アンケートの内容を確認後、全児童対象に朝の時間を使って教育相談を実施する。 

  〇集計表記入後、担当へ提出。 

  ○いじめが発覚した場合は、以下の流れに沿って対応していく。 

  ○実施後のアンケート用紙は、年度内に秘密文書で処分する。 

 

４ いじめ問題に対する支援・指導の流れ 

 
い じ め の 発 見 

被害児童・保護者からの訴え、教職員の観察・分析、級友等からの情報、

その他  

                    

①  情 報 収 集 管理職に報告、被害児童への聴取、被害児童の支援 

        

        

② 事 実 確 認 
加害児童への聴取、関係児童及び保護者等への聴取・確認、被害児童へ

の確認 

    
いじめ対策委員会 

      

          

③ 解消への取組１ 被害児童、加害児童との話し合い、クラス全体への指導 

   
④ 保護者への報告 家庭訪問、保護者の来校 

   

⑤ 解消への取組２ 加害児童の謝罪、当事者同士の話し合い、クラス全体への指導 

    
いじめ対策委員会 

      

          

⑥ 再発防止への取組 
当事者への継続支援・指導、集団への予防的指導、関係機関との情報共

有と引継ぎ 

  ＊ いじめ対策委員は、校長、教頭、教務主任、養護教諭、生活指導主任、保健主事と関係教員(担

任等)とする。 

  ＊ 必要に応じて、全体会を開く。 


